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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 
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▮令和８年に施行される法改正等について③ 
～ 労働安全衛生法、作業環境測定法 ～ 

育児休業から復帰して約8カ

月が経ちました。毎日バタバ

タですが、仕事はやりがいや

充実感があり、”母ではない

時間”、”家庭以外のコミュニ

ティ”も大切だなと実感して

おります。 

妊娠中・育休中にお世話に

なった職場に恩返しができ

るよう、日々奮闘したいと

思っております！ 

（徳光） 
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個人事業者等の安全衛生対策の推進 

前号・前々号に引き続き、令和８年に施行される法改正等についての特集です。 
今回は、「労働安全衛生法」「作業環境測定法」についてお届けします。 

・３月決算法人の決算及び   
申告の準備 

 
・令和７年分所得税・個人   
住民税、個人事業税の確 
定申告と納付の準備 

化学物質による健康障害防止対策等の推進 

機械等による労働災害防止の促進等 

▶混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 ---------R8.4.1施行 
 
【対象拡大】・混在作業所における元方事業者等への災害防止措置の対象に、個人事業

者等を含める。 
・政令で定められた機械、建築物を貸与する場合も、災害防止措置の対象 
に個人事業主を含める。 

高年齢労働者の労働災害防止の推進 

治療と仕事の両立支援の推進 

【努力義務】職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じること。 

【努力義務】高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な 
措置を講ずること。 

▶特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 ----------------------R8.1.1施行 
 
【義務】フォークリフトなどの一定の機械に対する特定自主検査について、基準を定 

め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行う。 
 

【不正対策強化】フォークリフトの運転業務などに従事するために必要な技能講習に 
ついて、不正な技能講習修了証や紛らわしい書面の交付を禁止し、 
不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長を規定。 

 
▶特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し -----------------R8.4.1施行 
 
【可能】危険な作業を必要とする特定機械等（ボイラー、クレーンなど）に対して義 

務付けられている製造許可や製造時等検査などの制度について、 
 
①製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合している    
かの審査について、登録を受けた民間機関が行うこと。 

 
②製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラにつ 
いて、登録を受けた民間機関が検査を行うこと。特定機械等の製造時等検 
査・性能検査や、個別検定・型式検定についての基準も定める。 

▶営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知が可能に ------------R8.4.1施行 
 
【可能】化学物質の譲渡・提供時、危険性及び有害性情報の通知（SDS：安全データシー

トの交付）について、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合
においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名の
み、代替化学名等（詳細は国が指針を定める予定）での通知が認められる。 

  
【義務】代替名で通知した場合、事業者は実際の成分名等の情報について記録・保存す 

る。 
 

【義務】医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分名の開 
示を行う。 

 
▶個人ばく露測定の精度担保 ---------------------------------------------R8.10.1施行 
 
【義務】危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、個人ばく露測定に 

ついて、有資格者（必要な講習を受講した作業環境測定士など）が作業環境測 
定基準に従って行う。 

-------------R8.4.1施行 

-------------R8.4.1施行 


